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2022年 1月 20日 

 

海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業の期間が延長されました。 

 

海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業については、１月２４日まで予約

可能となっておりましたが、１月３１日（月）以降、羽田空港で事業が延長されることとなり

ました。ファイザー製ワクチンの接種が週３回（月・木・土）、アストラゼネカ製ワクチンの

接種が週１回（木）、それぞれ実施されます。 

接種をご希望の方は、日本入国時の水際対策として実施している待機措置にもご留意頂き、接

種間隔を考慮して渡航計画を立てた上で、特設サイトを通じてご予約ください。 

なお、現在のところ、本事業は、１回目・２回目の接種を対象としており、３回目の接種は受

けられませんのでご注意下さい。 

> 特設サイトへのリンクは、外務省海外安全ＨＰ

（https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html）に掲載されておりますので、そちらを

ご覧下さい。 
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